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○消費者教育の推進に関する法律 

（平成二十四年八月二十二日） 

（法律第六十一号） 

第百八十回通常国会 

野田内閣 

改正 平成二六年六月一三日法律第七一号 

消費者教育の推進に関する法律をここに公布する。 

消費者教育の推進に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本方針等（第九条・第十条） 

第三章 基本的施策（第十一条―第十八条） 

第四章 消費者教育推進会議等（第十九条・第二十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交

渉力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護

及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する

上で重要であることに鑑み、消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であ

ることを踏まえ、消費者教育に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の

責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の消費者教育の推進に関し必

要な事項を定めることにより、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民

の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われ

る消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの

重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活

動をいう。 
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２ この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消

費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の

世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであるこ

とを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 

（基本理念） 

第三条 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付け

ることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。 

２ 消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民

社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支

援することを旨として行われなければならない。 

３ 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、

年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければなら

ない。 

４ 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方

法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び

他の消費者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第九条

第二項第三号において同じ。）との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなけ

ればならない。 

５ 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内

外の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に

立った情報を提供することを旨として行われなければならない。 

６ 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することが

できるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨とし

て行われなければならない。 

７ 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育そ

の他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要

な配慮がなされなければならない。 

（国の責務） 

第四条 国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することがで
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きる自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念（以下こ

の章において「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的

な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び

実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、

それぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全法（平

成二十一年法律第五十号）第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをい

う。第十三条第二項及び第二十条第一項において同じ。）、教育委員会その他の関係機

関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

（平二六法七一・一部改正） 

（消費者団体の努力） 

第六条 消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動

に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費

者教育に協力するよう努めるものとする。 

（事業者及び事業者団体の努力） 

第七条 事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費

者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公

共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消

費者教育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。 

（財政上の措置等） 

第八条 政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

２ 地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第二章 基本方針等 
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（基本方針） 

第九条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針（以下この章及び第四章にお

いて「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 

二 消費者教育の推進の内容に関する事項 

三 関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項 

四 その他消費者教育の推進に関する重要事項 

３ 基本方針は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第九条第一項に規定す

る消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。 

４ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。 

５ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員

会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講じなければならない。 

６ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、

遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

７ 政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関す

る施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基

本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 

８ 第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県消費者教育推進計画等） 

第十条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推

進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号において「都

道府県消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本

方針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域における消費者

教育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号にお
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いて「市町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

３ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計

画を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この場合において、第二十条第一項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織し

ている都道府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴か

なければならない。 

４ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計

画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

５ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計

画を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育の推進に関す

る施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要

があると認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画

を変更するものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推

進計画の変更について準用する。 

第三章 基本的施策 

（学校における消費者教育の推進） 

第十一条 国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校（学

校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、大学及び高

等専門学校を除く。第三項において同じ。）の授業その他の教育活動において適切か

つ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実するため、

教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内

外を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものと

する。 

（大学等における消費者教育の推進） 

第十二条 国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及び高等



23 

 

専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学

校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条第二項において同

じ。）において消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等

の消費生活における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促

すものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体の協力

を得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、研修の機会の

確保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

（地域における消費者教育の推進） 

第十三条 国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター（以下この章において

「国民生活センター」という。）は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者

教育が適切に行われるようにするため、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）

に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める社会福祉主

事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要

な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等におい

て消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行わ

れるよう、必要な措置を講じなければならない。 

（事業者及び事業者団体による消費者教育の支援） 

第十四条 事業者及び事業者団体は、消費者団体その他の関係団体との情報の交換その

他の連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう努めるものと

する。 

２ 事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生活に関

する知識を広く提供するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う講習会を受

講させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深めるよう努めるものとす

る。 

４ 事業者団体は、消費者団体その他の民間の団体が行う消費者教育の推進のための活
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動に対し、資金の提供その他の援助に努めるものとする。 

（教材の充実等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、

学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、

消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその

効果的な提供に努めなければならない。 

（人材の育成等） 

第十六条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、消費者安全法に定める消費生活

相談員その他の消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う者に対し、消費

者教育に関する専門的知識を修得するための研修の実施その他その資質の向上のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等、研究機関、消費者団体その他の関係機関及び関係

団体に対し、消費者教育を担う人材の育成及び資質の向上のための講座の開設その他

の自主的な取組を行うよう促すものとする。 

（平二六法七一・一部改正） 

（調査研究等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関

その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体

系的かつ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外における消費者教育

の内容及び方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めなければなら

ない。 

（情報の収集及び提供等） 

第十八条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域その他

の様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報そ

の他の消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に

配慮しつつ、これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。 

２ 国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の消費者

の特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確か

つ迅速に反映されるよう努めなければならない。 
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第四章 消費者教育推進会議等 

（消費者教育推進会議） 

第十九条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。 

２ 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委

員相互の情報の交換及び調整を行うこと。 

二 基本方針に関し、第九条第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）に

規定する事項を処理すること。 

３ 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業

者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び

関係する独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一

項に規定する独立行政法人をいう。）の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

４ 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項

は、政令で定める。 

（消費者教育推進地域協議会） 

第二十条 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育

を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活

センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教

育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。 

２ 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的

な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を

行うこと。 

二 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進

計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推

進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。 

３ 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。 

附 則 抄 
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（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

（平成二四年政令第二九〇号で平成二四年一二月一三日から施行） 

（検討） 

２ 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第七一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 略 

二 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条

を加える改正規定、第二条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第

三条及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない

範囲内において政令で定める日 

（平成二七年政令第三五八号で平成二八年四月一日から施行） 
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○都城市消費生活センター設置条例 

平成 28 年３月 23 日 

条例第 13号 

（設置） 

第１条 市は、消費者安全を確保するため、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号。以

下「法」という。）第 10条の２第１項の規定に基づき、都城市姫城町４街区１号に都

城市消費生活センター（以下「センター」という。）を置く。 

（消費生活センター長及び職員） 

第２条 センターに、消費生活センター長、消費生活相談員（以下「相談員」という。）

その他必要な職員を置く。 

（相談員） 

第３条 相談員は、法第 10 条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に合格し

た者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成 26 年法律

第 71 号）附則第３条の規定により当該試験に合格したものとみなされた者を含む。）

又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認められる者とする。 

（研修機会の確保） 

第４条 市は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質向上のために、必要な

研修の機会を確保するものとする。 

（業務） 

第５条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

(１) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談業務 

(２) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあ

っせん業務 

(３) 消費者安全の確保に必要な情報の収集及び提供に関する業務 

(４) 消費者安全の確保に係る啓発活動に関する業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務 

（開設時間等） 

第６条 センターの開設時間は、次の各号に掲げる日を除いた午前９時から午後４時ま

でとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。 
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(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）に規定する休日 

(３) １月２日、１月３日及び 12月 29日から 31 日まで 

（守秘義務） 

第７条 センターの事務に従事する職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年 12月 18 日条例第 21号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月 22 日条例第４号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


